
熱中症対応マニュアル（部活動時抜粋） 
１． 基本的な考え方 

 校長は、下記の表を基にした熱中症対策を講じる。 

 
 

２． 部活動での対応 

 ・活動場所の暑さ指数（ＷＢＧＴ）が３１℃以上を指している場合は、原則練習中止、活動時間変更 

または、活動場所を変更し、活動内容を変更するなどハードトレーニング等を行わないように配慮 

する。ただし、大会が近い等やむを得ない場合は、校長に申し出て許可を得る。 

 顧問は、夏季休業中は、以下を考慮して部活動指導を行う。 

➀ 活動前にその日の体調を自己申告させ、万全でない生徒は活動させない。または別メニ 

ューとすること。 

   ➁ 普段の休憩時間より多くの休憩時間を取り、水分補給及び体を冷やす時間を確保すること。 

   ➂ 活動場所を変更できるか検討し、できる場合は変更すること。 



なお、校長・教頭は熱中症予報に応じて、以下の指示を検討する。 

＊常に水分補給ができる状態にしておく。 

＊少しでも体調不良がある場合は、部活動を休むように常に伝えておく。 

＊活動途中で体調に異変を感じたら、すぐに近くの生徒または顧問に知らせるように指示を 

する。 

＊休憩時間は涼しい場所を指定（ミスト設置）し、体を休めるようにする。（夏季休業中は常時 

設置されています） 

 

３． 熱中症発生時の対応 

（１）  涼しい場所へ移動させる 

 ・風通しの良い日陰や、冷房の効いた部屋等へ移動させる。 

（２）  体を冷却 

 ・衣服を緩めるなどして風通しを良くし、熱を発散させる。 

 ・濡らしたタオルを皮膚にあて、うちわなどで風を送り体を冷やす。 

 ・首の付け根、わきの下、股関節等に氷のう等をあてて体を冷やす。 

 ・横にさせ、足を上げる。 

 ・意識がある場合は、経口補水液を飲ませる。 

（３）  観察 

    ・生徒をしっかり観察する。 

    ・意識があり水分も取れるからといって油断はせず、しばらく観察する。 

    ・自分で水分が取れない、または意識がはっきりしない場合は速やかに救急車を要請する。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



４．熱中症発症時のフローチャート 
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熱中症フローチャート 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熱中症を疑う症状がある 

涼しい場所に移動させ 

服装をゆるめ、体を冷やす 

管理職に報告するとともに 

救急車を呼び、保護者に連絡 

症状が改善しているか 

水分（塩分）を補給する 

意識があり、 

呼びかけに応じますか 

自分で水分摂取できるか 

安静にして、十分に休息を

とり、回復を待つ 

＊観察は続ける 

管理職に報告するとともに 

保護者に連絡し医療機関へ 

涼しい場所に避難し 

服装をゆるめ、体を冷やす 

いいえ 

いいえ 

確認事項 対応事項 

はい 

はい 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

はい 


